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要旨

地方財政の健全化を達成するため｢地方公共団体の財政の健全化に関する法律｣が2007年に公布された。

それまでの財政再建制度と上畷して，4つの財政健全｛削腕上率を定めて多面的に地方財政の姿を捉えよ

うとしたことと，早期健全化基準を設定して財政悪化の早い段階で地方公共団体の自主的な財政健全化を

促す仕組みとなったのが特徴である。

本稿では，新しい制度によって地方公共団体によってどのような財政運営が行われているの恥また財

政悪化の早い段階での財政健全化が行われているのかという視点で市町村規模別に地方財政健全化の推移

を分析した。

財政健全化判断比率の4つの指標は市町村規模に関わらず全体として低下していた。政府資金による地

方公共団体への融資などの資料として活用される財務状況把握4指標についても改善傾向が確認できた。

歳入や歳出については，いずれも増力噸向であったが，歳出を上回る歳入によって財政健全化が行われて

いるようであった。特に小規模団体においては，地方交付税などの移転財源によって下支えされているこ

とが見受けられた。

また，地方財政健全化法の導入時に相対的に財政状況が悪かった団体が早期に財政健全化を実行したの

かを確認した。市町村規模別に見たところ，いずれの規模においても地方財政健全化法の導入後数年間で

同規模団体の平均値とほぼ同等の状況まで低下したことが確認できた。

1．はじめに

わが国の財政状況は，国と地方を問わず厳しい状況にある。背景には，マクロ経済の変動を受けて税収

が減少する一方，景気対策としての支出が鋤pする局面を断続的に経験したこと，人口高鯏上による社会

保障給付が埠油噸向にあること，自然災害の発生に伴う被害者の支援や社会資本の復旧などの対応が必要

であったことなどがあげられる。

国と地方の長期債務残高は増加を続け,1998年度末に553兆円であったが，直近の2019年度末実績で

は1106兆円と倍増している。地方債については,1998年度末に163兆円であったが,2013年度の201兆

円をピークとして2019年度末実績で192兆円とやや減少しているが，依然として高水準であると考えら

れる。また，直近の新型コロナウィルス感染症の影響などで地方債残高が増加するj喉も認められる｡林。
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持田(2018)では地方公共団体の財政力や債務水準によって市場公募債の金利スプレッドが変化することが

指摘されている｡地方債は金融市場において一定の規模を誇っており，金融市場の安定性を保つためにも，

地方財政の健全な運営が求められている。

こうした状況において,2007年6月には「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下，地方財

政健全化濁が公布された。2007年まで運用されてきた財政再建制度である「地方財政再建促進糊ﾘ措置

油（以下，旧再建樹と上職すると，早期健全化を促す仕組みが導入されたこと，一般会計のみならず特

別会計，一部事務組合や第三セクターなど地方公共団体の財政の全体を対象とすること，単年度のフロー

指標だけでなくストック指標となる将来負担比率が導入されたことなど大きな制度変更となった。また，

赤井・石川(2019)でも指摘されるように，地方財政健全化法は地方財政健全化を促すだけでなく，「地方

債協議・許可制度」と「一体の制度として設計・運営されて」おり，地方公共団体にとって地方財政健全

化法の導入は財政運営上大きな転換点となった。

地方財政健全化法において，地方財政の健全化判断比率として4指標（以下，財政健全化4指標）が定

めら，単一の指標ではなく複数の指標を用いて財政運営のチェックが行われている。一部施行された2007

年度決算については指標の公表のみが行われ,2008年度決算から財政健全化計画などの策定義務が課され

るなどの全面施行がなされた｡土居(2007)は，実質収支比率のみを判断材料としていた旧再建法では，財

政収支の改善や債務残高の抑制などの健全化の早期是正を促す機能は弱いことを指摘している。

こうした指標が導入されたことによって地方公共団体の財政運営がどのような影響を受けたのかを分析

することは重要である。先駆的な研究である菅原(2013)では，関西2府4県の市町村データを用いて，制

度導入初期における指標の劉上を分析している。著者は共同研究者とともに財政健全化4指標による地方

公共団体の財政運営について分析を行ってきた(金坂･広田･湯之上(2011),広田･湯之上(2018),Hirota

andYmoue(2022))。金坂･広田・湯之上(2011)では，事務事業評価の導入が実質公債費比率や将来負担比

率を抑制していることを示した。広田・湯之上(2018)では，都道府県データを用いて，財政健全化4指標

の相互関係を分析し，フロー指標とストック指標との間で調整が行われていることを示した。Hirotaand

Ymoue(2022)では,vonHagenandWOlff(2006)やReischman(2016)などで定式化されたstock-flow

adjustmentsについて分析を行い，地方財政健全化法の導入によるstock-flowadjustmentsを確認した。

本稿では，地方財政健全化法による影響を把握するため，市町村規模別に地方公共団体の財政健全化の

推移を見ていくことにする。財政健全化4指標に加えて，地方公共団体への融資などで活用される財務状

況把握4指標や歳入歳出の主要項目の推移を見ることで，財政健全化の動きを追うことができる。特に，

地方財政健全化法の特徴とされる早期の財政改善が認められるのかを，制度導入時に相対的に財政状況が

悪かった団体に注目することで確認する。本稿では，様々な財政指標を直感的に理解できるように視覚化

することで，先行研究で行われている分析の補完的な資料となることを目的としている。

2データ

本稿で用いるは2006年度から2020年度の15年分の市町村データである｡期間中に全国的に実施された

市町村合併の影響等による欠損値を除いた1581団体を対象としている。

地方財政の決算に関するデータは，総務省『地方財政状況調剤各年度版から用いた。特に，「第4表
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歳入内訳」，「第5表収入の状況｣，「第13表歳出内訳及び財源内訳」，「第14表性質別経費の状捌，

「第27表公営企業（法非適）等に対する繰出し等の状況」，「第28表公営企業（法適）等に対する繰出

し等の状況」，「第29表基金の状況｣，「第30表貸付金，投資及び出資金の状況｣，「第33表地方債残

高の状況」を分析に用いた。地方財政の政策過程では予算が注目される部分も大きいかもしれないが，顕

示選好の理論を踏まえると決算データを用いた分析が重要である。

人口データは，総務省『住民基本台帳』の各年度版から用いた。「第3表市区珊捌人口，人口動態及び

世帯数」に記された人口計の値を各年度の市町村人口とした。

地方財政健全化法による財政健全化4指標については，総務省「健全化判腕上率の基礎捌画各年度版

と総務省「資金不足比率等の基磯値｣各年度版から用いた。財政健全化4指標とは，実質赤字比率連

結実質赤字比率，実質公債費比率，将来負担比率である。公営企業ごとに計算される資金不足比率の推移

を本稿で取り扱うわけではないが，資本不足比率等の基礎数値は財務状況把握に用いられる実質債務の算

出過程で利用される。なお，地方財政健全化法に関する制度や経済分析については，赤井・石ｿII(2019)が

詳しb,｡

実質赤字比率は地方公共団体の一般会計における実質赤字額を標準財政規模で除した比率である。早期

健全化基準は市町村の財政規模に応じて11.2硴～1部，財政再生基準が2州と定められている｡地方財政健

全化法が一部施行され，最初に指標が公表された2007年度決算において1団体が財政再生基準以上，1団

体が早期健全化基準以上に判定された｡また実質赤字額があるのは都道府県1団俺市区町村23団体であ

った。地方財政健全化法が全面施行された2008年度決算において1団体が財政再生基準以上，1団体が早

期健全化基準以上に判定され実質赤字額があるのは市区町村19団体とされた。その後，2009年度決算

において早期健全化基準以上の団体はなくなり，2012年度決算ではすべての団体で実質赤字額が解消され

た。

連結実質赤字比率は地方公共団体の一般会計と糊1l会計における赤字額を標準財政規模で除した比率で

ある。早期健全化基準は市町村の財政規模に応じて16.25%～2晩財政再生基準が3脳と定められている。

一般会計と特別会計における赤字額は，一般会計の実質赤字額に糊Ij会計の資金不足額を加え，特別会計

の剰余額を引いた金額として求められる｡2007年度決算において2団体が財政再生基準以上,9団体が早

期健全化基準以上とされ，連結実質赤字額があるのは71市区町村であった。全面施行の2008年度決算で

は，1団体が財政再生基準以上，1団体が早期健全化基準以上と判定され，連結実質赤字額があるのは39

団体となった。そして,2009年度決算で早期健全化以上の団体はなくなり,2015年度決算~Gすべての団

体の連結実質赤字額が黒字化された。

実質公債費率は地方債の返済額や債務負担行為による支出額を標準財政規模で除した比率である。比率

を計算する上での分子となる「実質公債費」として，一般会計と特別会計に加えて，一部事務組合が発行

した地方債の元利償還金から特定財源や元利償還金に係る基準財政需要額が減算された額となっている。

早期健全化基準は25%，財政再生基準は35%と設定されている。地方財政健全化法が一部施行された2007

年度決算では，2団体が財政再生基準以上，31団体が早期健全化基準以上であった。全面施行された2008

年度決算では1団体が財政再生基準以上,20団体が早期健全化基準以上であった。その後2011年度には

財政再生中の夕張市を除く団体で早期健全化基準を下回ることとなった｡北海道夕張市は2019年決算でも
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財政再生基準以上であり，財政再生計画の計画期間中である。

将来負担比率は地方公共団体の地方債など将来に支払う可能性のある負担額を標準財政規模で除した比

率である。将来負抵上率には早期健全化基準のみが定められており，政令指定都市が40脇，政令指定都市

以外の市町村が35帆と定められている。2007年度決算において5団体，2008年度決算で3団体が早期健

全化基準以上であった。その後,2010年度決算で青森県大鰐町2013年度決算で大阪府泉佐野市が早期健

全化基準を下回り，北海道夕張市のみが早期健全化基準以上と判定された。

本稿では，財政健全化4指標の他に，財務省理財局が各年度発行する｢地方公共団体向け財政融資財務

状況把握ハンドブック」で定義される財務状況把握4指標も併せて推移を見ることにする。財務状況把握

4指標は，政府資金による地方公共団体への融資を行う際の情報として利用されており，地方公共団体の

資金繰りや債務償還能力に重点を置いた構成となっている。具体的には，行政経常収支率，積立金等月収

倍率実質債務月収倍率，債務償還可能年数の4指標である。

まず，行政経常収支率は行政経常収入から行政経常支出を引いた行政経常収支を行政経常収入で除し

た比率である。財務省理財局(2021)によれば行政経常収入とは，一般財源と行政経常支出に充当される

特定財源として定義されている。地方税地方譲与税地方交付税国庫支出金都道府県支出金，分担

金及び負担金，使用料・手数料事業等収入で構成される。行政経常支出は，同じく財務省理財局(2021）

の定義によれば「毎年度経常的に支出される資産形成に繋がらない行政サービス等に係る支出」とされ

る。人件費，物件費,維持補修費，扶助費補助費，建設費以外の操出金，支払利息で構成される。

次に，積立金等月収倍率は，積立金等を1ヶ月あたりの行政経常収入（=行雌常収入/12）で除した比

率である。地方公共団体の月収相当額に対して，財政運営上のリスクにどの程度の備えがあるかを示す指

標となっている。積立金等とは，財務省理財局(2021)によれば歳計現金と財政調整基金，減債基金そ

の他特定目的金の合計として定義される。積立金等は財政運営上のバッファーとして捉えら札収支に

余剰があれば積み立てを行い，支出が収入を上回る事態となれば取り崩しを行い，様々な変動に対応する

余裕度として捉えられる。定額運用基金については，運用形態によっては換金性が低い場合もあるので，

財務省理財局(2021)の積立金等の定義からは外されている。

実質債務月収倍率は，実質債務を1ヶ月あたりの行政経常収入で除した比率である。地方公共団体の月

収に対して，負担すべき債務の大きさを示す指標となっている。実質債務は，財務省理財局(2021)によれ

ば地方債現在高に有利子負債相当額勧pえたものから積立金等を引いたものとして定義される。地方債

現在高については，地方交付税措置される金額の減算は行われていなし％これは地方公共団体の債務償還

能力に主な関心のある財務状況把握の特徴であり，財政健全化4指標の実質公債費比率などで，地方交付

税による措置相当金額が減産されることとは対照的である。

最後に，債務償還可能年数は，実質債務を行政経常収支で除した比率である。積立金等月収倍率と実質

債務月収倍率が行政経常収入を分母としていたのに対し，本指標は行政経常収支を分母としている。財務

省理財局(2021)にも｢償還原資となる行政経常収支(キャッシュﾌﾛー )」がどれだけあるかを示す指標で

あり，債務償還能力を表していると考えられる。
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3市町村規模別に見た地方財政健全化法の影響

図1は財政健全化4指標について，市町村規漠別に政令指定都市都市町村に分けてそれぞれの平均

値の推移を示したグラフである。実質赤字比率連結実質赤字比率については，前節でも述べたように地

方財政健全化法施行後に急速な赤字の解消が進められた結果，平均値はいずれの市町付鯏莫においてもマ

イナスの値を示し，黒字となっている。実質公債費比率についても全体としては低下している傾向が認め

られる。規慨ﾘに見て町村の平均値が地方財政健全化法導入時に高かったが，5年程度で都市の水準にま

で低下している。一方政令指定都市の平均値についてば低下傾向は認められるものの他の規模と比べ

ると緩やかな低下であった。将来負担比率も全体としては低下傾向にあった。金坂・広田・湯之上(2011）

の推定では，クロスセクション分析であるという留意事項はあるにしても，行政評価導入後の経過年数と

将来負抵上率に負の相関を確認しており，行政評価の広がりと定着によって将来世代への負担が抑制され

ている可調生がある。なお，政令指定都市は都市や町村と比べて高い水準で推移している。比率としての

上醗となるが政令指麓肺はそれ以外の市冊附と比べて約2倍の将来負抵上率となっている。

図1市町荊頬模別に見た財政健全化4ｷ殿の推移
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図2は市町村現撹別の財務状況把握4指標の推移を示したグラフである。行政経常収支を行政経常収入

で除した行政経常収支率は全体として横ばいもしくは低下傾向にある。広田・湯之上(2018)の推定によれ

ば人口高鮒上によって行政経常収支比率が低下することが指摘されており，全国的な人口高齢化の影響

を反映したものと考えられる。積立金等月収倍率については，地方財政健全化法導入後に増加傾向が認め

られるが，近年の新型コロナウイルス感染症の影響で減少していることもうかがえる。町村が月収に対し

て6ヶ月程度の積立金を有しているのに対し，都市制鄭§大きくなるにつれて月収倍率が小さくなること

もうかがえた。実質債務月収倍率についても，地方財政健全化法導入後に減少傾向が認められる。図1で
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見た将来負担比率と一部対応する形になっており，政令指定都市において月収に対して20ケ月から30ケ

月分程度の実質債務を負うのに対し，政令指定都市以外の市峨寸は5ケ月から10ヶ月分程度の実質債務

を負っていることが確認できる。債務償還可能年数についてはほぼ横ばいで推移している。なお，他の3

指標と比べて，この指標のみ行政経常収支が分母となっているため，単年度で収支が謝上したような場合

には数値の変動が大きくなる傾向がある｡政令指定都市において2012年に数値がマイナスになっているの

は東日本大震災による税収の減少や歳出の鋤ﾛによる影響であると考えられる。

図2市町村規模別に見た財務状況把握4指標の推移
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図3は市区町村規模別に見た財務状況把握の基礎数値の推移である。いずれの基礎数値についても人口

一人あたりに基墹こした数値となっている。一人あたり行政経常収入と一人あたり行政経常収入について

は町村が多く政令市と都市がほぼ同じ金額で描侈していることがうかがえる。2020年度には新型コロナ

ウイルスによる感染症の影響もあってか収入と支出ともに増加している。一人あたり積立金等について

は，剛1；都市，政令市の順となっている。地方財政健全化法導入後に財政運営上のリスクに備えて積み

立てを行っていることがうかがえる。一人あたり実質債務については,2006年時点では政令指定都市町

村；都市の順に実質債務が多かったが，町村の実質債務が減少し，2011年以降は政令指定都市都市町

村の順となっている。

図4は市町利規模別に見た歳入歳出合計と，財政調整基金，減債基金の推侈を示したグラフである。歳

入歳出とは形式収支における歳入合計額と歳出合計額を示した。前年度からの繰り入れや次年度への繰り

越し等も含まれているが，地方財政の全体像を捉える上でよく用いられる指標となっている。先述の行政

経常収入や行政経常支出と同様にやや増加傾向の推移が砺認できる。吉村(2009)，林(2002)，古ｿII(2012)

などで示されてきた市町村歳出における規模による経済性を反映して町村の一人あたり歳出が大きくなつ

ている。財政調難基金や減債基金についても地方財政健全化法導入後に増加していることがうかがえる。
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特に町村において財政調蕊基金減債基金の蓄積が確認できる。その一方で，政令指定都市において減債

基金力戦ぱいもしくは減少傾向となった。

図3市町村親模別に見た行政経常収入及び支出と実質債務
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図4市町村規模別に見た歳入歳出合計と基金の推移
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図5は市区町村薪蝦捌に見た主要な歳入項目の推移を示したグラフである。地方税収については，景気

変動の影響を受けながらも全体的に増力噸向であった。地域経済の状況などを反映して政令指定都市の地
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方税収が多くなっている。普通交付税に目を向けると，剛寸；政令指定都市以外の都市，政令指定都市の

順となっている。これは地方交付税の財政調整機能により税収の少ない町村に手厚し側政移転があること

を示している。剛寸で普通交付税の勵ﾛ，政令指定都市以外の都市で微増，政令指定都市では横ばいもし

くは微減となっている。国庫支出金は全体として横ばいもしくは緩やかな増力噸向であった。2009年頃に

増加しているのは，いわゆる学校耐震化事業が全国的に実施されたことなどを反映したものと考えられる。

一人あたり地方債については，2008年頃まで減少傾向であったがその後勵ﾛ傾向となっている。他の規模

と比べて，町村の額が大きくなっている。地方債が投資的経費に充当され，投資的経費で形成される社会

資本は純伜公共財の性質を有するため，一人あたりに基墹こした場合に人口規模の小さな峨寸において金

額が大きくなると考えられる。なお，分析対象期間中に地方債の種類が増加しており，地方債の内訳に関

する分析は今後の課題としたしも

図5市町村制翻りに見た主要な歳入項目の推移
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図6は主要な歳出項目について推移を市町洞規模別に見たものである。一人あたり人件費は減少傾向で

あったが，町村において増力噸向が見受けられる。政令指麓肺の人14饗が2017年度に急増しているが，

教職員の給与負担等が都道府県から政令指定都市に移譲されたためである。一人あたり扶助費は，少子高

鯏上の影響で全体として増加傾向にあり，また急激な景気の後退があった時期には生活保護などの給付に

より趣ﾛ的な増加している。市剛槻模別に見ると政令指麓肺，都市，町村の順となっており，地方公

共団体の規模に応じて扶助額に差異が認められる｡一人あたり繰出金は全体として増力噸向となっている。

一般会計と特別会計の間の資金移動が増加していることを示しており，地方財政健全化法の導入によって

地方公共団体が一般会計のみならず特別会計の健全化にも注意を払っていることがうかがえる。一人あた

り普通建設事業費については，叩寸が増加傾向，都市と政令指定都市がほぼ横ばいで推移している。普通

建設事業で形成される社会資本が純伜公共財の性質を有することから一人あたりに基準化した場合に人口
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規模の小さな町村で大きな値となっている。

以上のように地方財政健全化法において地方財政健全化の判断材料とされる財政健全化4指標，地方公

図6市町和親模別に見た主要な歳出項目の推移
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共団体の資金繰りを捉える財務状況把握4指標主要な歳入歳出項目の推移を市町村規模別に見てきた。

以下では，地方財政健全化法導入の効果を見るために，導入時に相対的に財政状況が悪かったと考えられ

る市町村の財政健全化4指標がどのような推移であったのかを見ていくことにする｡本稿では,Hirotaand

unoue(2022)を参考に,2006年暁点の起債制卿上率がⅧを超えた市町村を相対的に財政状況が悪かった

市町村と想定して分析を行う。地方債許可制度においては，起債制卿上率14%を基準として公債費負担適

正化計画の策定2州を基準として起債制限が課されていたこともあり，本稿で用いる起債制限比率14%と

いう基準I湖政状況を示す一つの目安であると考えられる。なお，総務省(2009)によれば2006年度の起

債制限比率の市嚇寸平均値は11.6%であったとされる。本稿において，起債制卿上率を超えた団体は254

団体で，分析対象全体の16.1%であった。

図7は政令指定都市のみを対象として，財政健全化4指標について起債制卿上率14%以上の政令指定都

市と起債制限比率14%未満の政令指定都市の平均を比較したグラフである。地方財政健全化法が一部施行

され財政健全化4指標が計算されはじめた2007年度において，連結実質赤字比率を除く3指標で起債

制卿上率Ⅷ以上の団体が大きな値を示している。いずれの団体も掴票は低下傾向にあるが，実質赤字比

率実質公債謝上率将来負抵上率については，2007年度に観察された両者の差はほとんど無くなってお

り，直近の2020年度には起債制卿上率14%以上の団体の方が指標は低くなっている。地方財政健全化法導

入時に財政が悪いと考えられた団体において，地方財政健全化法導入後の数年間で財政健全化4指標の改

善が見られた。

図8は政令指定都市以外の都市を対象として，財政健全化4指標について起嵩削卿上率14%以上の都市
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とそれ以外の都市の平均を上嗽したグラフである。地方財政健全化法導入時において4指標はいずれも起

債制限比率1州以上の都市がそれ以外の都市を上回っている｡起嵩制限比率1州以上の都市において，地方

財政健全化法導入後の数年間で実質赤字比率や連結実質赤字比率の急激な低下が認められる。導入時に財

政が相対的に悪かった団体が，地方財政健全化法の導入を契機として指標の改善に努めたことが確認でき

る。実質公債費比率や将来負抵陣については，地方債のう副償還金や地方債残高などが算定項目に含ま

れるため緩やかな低下となっている。ただし，起債制限比率1銚以上の都市とそれ以外の都市との差は縮

4傾向にあり，地方財政健全化法導入時に財政状況の悪かった団体が撒票の改善を行っていることがここ

でも確認できる。

図7起債制卿上率14%とそれ以外の財政健全化4指標の推移倣令指定都市）
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図9は町村を対象として，財政健全化4指標について起債制卿上率14%以上の町村と町村の平均を比較

したグラフである｡地方財政健全化法導入時には財政健全化4指標のいずれの値を見ても起債制限比率1蝋

以上のⅢ耐がそれ以外の町村と比べて大きな値となっている。実質赤字比率については，地方財政健全化

法導入後の数年間で，起債制限比率1州以上の町村の数値がそれ以外の町洞並みの数値に低下しているこ

とが認められる。2009年頃以降は両者の違いはほぼ見受けられなしも連結実質赤字比率については，起債

制限比率Ⅷ以上の町村においても低下傾向が見られるものの，両者の差は分析期間中ほぼ同じで推移し

ている｡実質公債費比率と将来負担比率については，地方債のう評1償還金や地方債残高などが算定項目に

含まれるため緩やかな低下傾向となっている。地方財政健全化法導入時に存在した起債制限比率1猟以上

の町村とそれ以外の町村との差も，10年弱の期間を経てほぼ同じ水準に収数していることが見受けられる。

市町利規模別に地方財政健全化法導入時の財政状況の違いに注目して財政健全化4掴票の推移を見てき

たが，全体的な傾向として掴票の改善が認められた。さらに地方財政健全化法導入時に財政状況の悪かっ

た団体において指標の改善が顕著であったことも確認できた。地方財政健全化法が財政状況の悪い団体に
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対して早期の財政改善を促す効果があったと考えられる。

図8起債制限比率14%とそれ以外の財政健全化4掴票の推移梛市）
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4．おわりに

本稿では2006年から2020年の市町村財政データを用いて，地方財政健全化の推移を市町村規模別に

見てきた。地方財政健全化法で定める財政健全化4指標の推移に重点を置きながら，地方財政の資金繰り

に注目した財務状況把握4指標形式収支の歳入合計と歳出合計そして歳入と歳出の主要項目の推移を見

た。財政健全化4指標について，全体として減少傾向が認められ，市町村規模別に見ると町村の減少幅が

大きかった。財務状況把握4指標においても，積立金等月収倍率の増加，実質債務月収倍率の減少など，

ストック面の指標の改善も確認された。なお，興味深いことに必ずしも歳出額が減少したわけでなく，歳

入額の鋤ﾛによって指標の改善がもたらされていた。特に，町村においては，地方税収入は少ないものの

地方交付税などの移転財源によって財政が下支えされていることが見受けられた。

地方財政健全化法導入の効果を確認するため，起債制限比率14%を基準に市町村を2群に分け比較を行

った。起債制限比率は地方債許可制度の下で利用された指標で，起債制限比率14%以上の市町村において

は公債費負担適正化計画の策定が求められた。起債制限比率14%以上の市町村は相対的に財政状況が悪い

団体であると考えられ，そうした団体が地方財政健全化法の導入によってどのように反応をしたのかをグ

ラフで確認した。市町利規模別に見たが，いずれの規模においても地方財政健全化法の導入後数年間で同

規模団体の平均値とほぼ同等の状況まで低下したことが確認できた。

本稿で残された課題として，将来負担比率や実質債務の主要な構成要素である地方債についてである。

本稿で醐肪債の内訳は確認できていない｡2006年度に29職目56項目であった地瀬は，直近の2020

年度では32種類96項目にまで増加している。地方交付税による措置があるとはいえ，臨時財政対策債や

減収補てん債の特例分など，投資的経費以外の経費にも充当可能な地方債も存在しており，地方債の内訳

に着目する必要がある。こうした点については，今後の課題としたし％
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